
〇栗東市屋外広告物等に関する条例施行規則 

 

  令和２年３月２５日 

                          規則第１１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栗東市屋外広告物等に関する条例（令和２年栗東市条例第１０号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

２ この規則において「非自家用広告物」とは、広告物又は特定屋内広告物のうち、自家用広告物

を除いたものをいう。 

 （適用除外の基準） 

第３条 条例第８条第３項第５号及び第６号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が５

平方メートル以内のものとする。 

２ 条例第８条第３項第８号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 公共のために寄贈したくず箱、ベンチその他の物件（以下この項において「寄贈物件」とい

う。）又は横断歩道橋（国若しくは地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。以下この

項において同じ。）に掲出する広告物であること。 

（２） 横断歩道橋に掲出する広告物の表示内容は、当該横断歩道橋の設置又は管理に要する費用の

全部又は一部を負担する者の氏名、名称、店名又は商標及び自らが費用の全部又は一部を負担

していることにより国又は地方公共団体に協力している旨に限ること。 

（３） 広告物の表示面積は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定めるとおりとす

ること。 

ア 寄贈物件 表示方向から見た場合における当該寄贈物件の外郭線を１平面とみなしたもの

の大きさの５分の１以下であること。 

イ 横断歩道橋 表示面積の合計が５平方メートル以下であり、かつ、表示方向から見た場合

における当該横断歩道橋の外郭線を１平面とみなしたものの大きさの５分の１以下であるこ

と。 



（４） 広告物の表示内容及び表示面積について、当該寄贈物件又は横断歩道橋を管理する者との協

議がなされていること。 

３ 条例第８条第４項第１号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第１種地域にあっ

ては１平方メートル以下のもの、第２種地域にあっては５平方メートル以下のもの、第３種地域

から第６種地域までの区域にあっては１０平方メートル以下のものとする。 

４ 条例第８条第４項第２号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第１種地域にあっ

ては１平方メートル以下のもの、第２種地域から第６種地域までの区域にあっては５平方メート

ル以下のものとする。 

５ 条例第８条第４項第８号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） はり紙又ははり札（これらに類するものを含む。）にあっては、表示面積が１平方メートル

以下であること。 

（２） 立看板（これに類するものを含む。）及び掲出物件（これらを支える台を含み、容易に移動

させることができるものに限る。）にあっては、表示面積が２平方メートル以下であって、地

上からの高さが２メートル以下であること。 

（３） 広告旗（これを支える台を含む。）にあっては、表示面積が２平方メートル以下であって、

長さが３メートル以下であること。 

（４） 地色は、原則として高彩度のものでなく、かつ、蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いな

いこと。 

（５） 表示者名又は管理者名及び連絡先が明示されていること。 

（６） 表示し、又は掲出する場所又は施設等の管理をする者（管理をする者がない場合にあっては、

その所有者）の承諾を得て広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものであること。 

（国又は地方公共団体の通知） 

第４条 条例第８条第５項の規定による通知は、屋外広告物通知書（別記様式第１号）によるもの

とする。 

２ 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しな

いと認めたものについては、この限りでない。 

（１） 表示し、又は設置する場所を示す地図（縮尺５，０００分の１以上のもので、かつ、表示し、

又は設置する場所から半径５００メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。） 

（２） 色彩及び意匠を明らかにした図面 

（３） 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした仕様書並びに図面 



（４） 土地、建築物等との関係を明らかにした配置図 

（５） 周囲の状況が分かるカラー写真 

（公共的団体の指定） 

第５条 条例第８条第６項に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。 

（１） 法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）

及び同法別表第２に掲げる公益法人等 

（２） 自治会、まちづくり協議会その他これらに類する一定の区域に住所を有する住民が組織する

団体 

（３） ＰＴＡ・青少年教育団体共済法（平成２２年法律第４２号）第２条第１項に規定する団体 

（４） 共同募金会その他社会福祉事業（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項に規

定する社会福祉事業をいう。）を行うことを目的とする団体 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する団体 

２ 市長は、前項第５号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。 

（公共的団体の届出） 

第６条 条例第８条第６項の規定による届出は、屋外広告物届出書（別記様式第２号）によるもの

とする。 

２ 第４条第２項の規定は、前項の届出書について準用する。 

（許可の申請） 

第７条 条例第１０条第１項に規定する申請書は、屋外広告物許可申請書（別記様式第３号）とす

る。 

２ 第４条第２項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同項中「通知書」

とあるのは「申請書」と、「書類」とあるのは「書類及び申請に係る掲出物件の管理者が条例第１

０条第２項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例（昭和４

９年滋賀県条例第５１号。以下「県条例」という。）第２５条第１項各号のいずれかに該当する者

であることを証する書類又はその写し」と読み替えるものとする。 

（許可期間） 

第８条 条例第１１条第１項に規定する許可期間は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第１１条第２項ただし書に規定する規則で定める期間は、別表第１に定める許可期間に２

を乗じた期間とする。 

（許可の基準） 



第９条 条例第１２条第１項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第２のとおりとする。 

２ 条例第１２条第２項に規定する規則で定める基準は、別表第３のとおりとする。 

（変更届） 

第１０条 条例第１３条の規定による届出は、住所氏名変更届出書（別記様式第４号）によるもの

とする。 

２ 前項の届出書には、当該届出が条例第１０条第２項の規定の適用を受ける管理者の変更に係る

ものである場合にあっては、当該変更後の管理者が滋賀県屋外広告物条例（昭和４９年滋賀県条

例第５１号。以下「県条例」という。）第２５条第１項各号のいずれかに該当する者であることを

証する書類又はその写しを添付しなければならない。 

（許可証票） 

第１１条 条例第１４条第２項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票（別記様式第５号）と

する。 

（変更又は継続の許可申請） 

第１２条 条例第１５条第１項の規定による改装又は改造の許可の申請は、屋外広告物変更許可申

請書（別記様式第３号）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、第４条第２項第１号に規定する書類のほか、改装又は改造に係る同項第２

号から第５号までに掲げる書類及び改装又は改造により新たに掲出物件の管理者が条例第１０条

第２項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が県条例第２５条第１項各

号のいずれかに該当する者であることを証する書類又はその写しを添付しなければならない。 

３ 条例第１５条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装又は改造は、次のとおりとす

る。 

（１） 広告物又は掲出物件の塗替え（色彩及び意匠を変更しないものに限る。）、補強、修繕その他

許可広告物等の管理上必要な行為 

（２） 広告物又は掲出物件の規模の縮小。ただし、色彩、意匠、形状、材料及び構造を変更する場

合は、市長がやむを得ないと認めるものに限る。 

（３） 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等の貼り替え 

（４） 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する

広告物の定期的な取替え又は書換えで、表示者及び管理者の変更並びに表示面積の拡大がない

もの 



４ 条例第１５条第２項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書（別記様式

第３号）によるものとする。 

５ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 第４条第２項第１号に規定する書類 

（２） 当該申請に係る広告物又は掲出物件のカラー写真 

（３） 当該申請が広告板若しくは広告塔（ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。）、アーチ広告物

又は広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類 

ア 屋外広告物安全点検調書（別記様式第６号） 

イ 屋外広告物安全点検調書を作成した者が次項の規定に適合していること（同項第３号に掲

げる広告物又は掲出物件に係る屋外広告物安全点検調書を作成した者が、管理者である場合

を除く。）を証する書類又はその写し 

６ 屋外広告物安全点検調書は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に

定める者が作成したものでなければならない。 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８８条第１項において準用する同法第６条第１

項の規定に基づく確認の申請が必要な規模の広告物又は掲出物件（都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第２章の規定により定められた用途地域が商業地域である地域であって、建築

基準法第５２条第１項に規定する容積率が１０分の４０以上であるものに所在し、かつ、道路

内又は道路の境界線から水平距離２メートル以内の区域に表示され、又は設置されているもの

に限る。） 次のア又はイのいずれかに該当する者 

ア 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第１０条第２項第３号イの規定による国土交

通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行

う試験に合格した者 

イ 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告

物点検技能講習（次号において「屋外広告物点検技能講習」という。）の課程を修了した者 

（２） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第６条第１項の規定に基づく確認の申請が

必要な規模の広告物又は掲出物件（前号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。） 次のア又はイ

のいずれかに該当する者 

ア 県条例第２５条第１項各号のいずれかに該当する者 

イ 屋外広告物点検技能講習の課程を修了した者 

（３） 前２号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 前号に掲げる者又は管理者 



（景観重要屋外広告物の指定の申請） 

第１３条 条例第１６条第１項の規定による指定の申請は、景観重要屋外広告物指定申請書（別記

様式第７号）によるものとする。 

（除却届） 

第１４条 条例第１８条第２項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書（別記様式第８号）に

よるものとする。 

２ 前項の届出書には、当該届出に係る広告物又は掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければ

ならない。 

（違反広告物である旨の表示方法等） 

第１５条 条例第２２条に規定する表示は、証票（別記様式第９号）を広告物又は掲示物件に貼付

けることにより行う。 

２ 前項の証票は、広告物又は掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼付けるものとす

る。 

（保管広告物等の公示の方法） 

第１６条 条例第２３条第２項に規定する公示の方法は、次のとおりとする。 

（１） 条例第２３条第１項各号に掲げる事項を２週間（条例第２４条第１項第１号に該当する広告

物については、２日間）市役所の掲示板に掲示すること。 

（２） 条例第２４条第１項第２号に該当する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が

満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当

該公告の要旨を告示すること。 

２ 条例第２３条第３項に規定する規則で定める場所は、栗東市役所建設部都市計画課とする。 

（保管広告物等の売却手続） 

第１７条 市長は、条例第２４条第３項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとする

ときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも１０日前までに、当該保管広告物等の種類、

数量その他必要な事項を公告しなければならない。 

２ 市長は、条例第２４条第３項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、

なるべく３人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他

必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。 



３ 市長は、条例第２４条第３項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管

広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなけ

ればならない。 

（受領書） 

第１８条 条例第２５条に規定する受領書は、保管広告物等受領書（別記様式第１０号）とする。 

 （特定屋内広告物の届出の基準） 

第１９条 条例第２６条第１項に規定する規則で定める基準は、別表第４のとおりとする。 

 （特定屋内広告物の届出） 

第２０条 条例第２６条第１項の規定による届出は、特定屋内広告物表示届（別記様式第１１号）

によるものとする。 

（身分証明書） 

第２１条 条例第２７条第２項の身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書（別記様式第１２

号）とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （栗東市屋外広告物規則の廃止） 

２ 栗東市屋外広告物規則（平成２１年栗東市規則第１８号）は、廃止する。 

 （栗東市景観条例施行規則の一部改正） 

３ 栗東市景観条例施行規則（平成２０年栗東市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第５章 屋外広告物(第１１条)」を「第５章 削除」に改める。 

 第５章を次のように改める。 

    第５章 削除 

第１１条 削除 

別表第１（第８条関係）   

種類 定義 許可期間 

広告板及び広告塔

（これらに類する電

光掲示板、ネオン類 

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろ

うな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他

の土地に定着する工作物に固定されるもの 

３年以内 



照明広告等を含む。）   

立看板（スタンド型

立看板を含む。） 

工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもの

で、容易に移動又は取り外すことができるもの 

６月以内 

広告旗（これを支え

る台を含む。） 

工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもの

で容易に移動又は取り外すことができるもの 

６月以内 

はり紙（つり下げる

ものを含む。） 

紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り

付けるもの 

２月以内 

はり札 板等にはり紙を貼り、又は板等に直接印刷したもののうち、

建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取

り外すことができるもの 

１年以内 

電柱及び街灯柱広告

物並びにこれらに類

するもの 

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたも

のを電柱等を利用して、巻き付け又は添架して表示するもの 

１年以内 

アーチ広告物 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路

を横断して建植されるもの 

３年以内 

広告幕 建物その他を利用して布又は網に広告内容を掲げて表示す

るもの 

２月以内 

アドバルーン 気球を掲揚し、又はその下に広告網をつけて表示するもの １月以内 

ぼんぼり 布又は木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告

内容を添加して表示するもの 

２月以内 

注 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。 

別表第２（第９条関係） 

１ 一般基準 

（１） 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、高さ、形態、意匠、色彩等を周囲

の景観に調和させること。 

（２） 地色には黒及び高彩度の色彩を使わないこと。 

（３） 表示面及び屋外広告物を掲出する物件に使用する色数を抑えること。 

（４） 素材は、汚れにくく耐久性のあるものとし、蛍光色及び発光を伴う塗料又は材料を用いない



こと。 

（５） 容易に破損及び損壊しない構造とすること。 

（６） 照明を伴うものにあっては、昼夜を問わず、光量、照射範囲及び照明器具自体が周辺の景観

又は風致を害しないこと。 

（７） 電光表示板その他の可変式照明（ネオン、ＬＥＤランプ、白熱電球、蛍光灯等による光源の

運動並びに光の明滅及び照射方向の運動を伴う照明をいう。）を用いたもの（以下「電光表示板

等」という。）にあつては、周辺景観に影響を及ぼさないよう明るさを適切に管理し、その表示

及び点滅の速度は努めて緩やかなものとすること。 

（８） 反射材等を用いる場合や、道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通の安全性に十分配

慮すること。 

（９） 適正な維持管理に努めること。 

２ 地域区分ごとの基準  

 （１） 自家用広告物の許可の基準 

ア 自家用広告物（イを除く。） 

地域区分 種類 規格等 

第１種地域 全ての広告物 １ 表示面積の合計は、１５平方メートル以下であること。 

屋上広告物 １ 設置は許可しない。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、表示される壁面の面積（以

下「壁面面積」という。）の１０分の１以下であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

野立広告物 １ 地上から天端までの高さは、地上から４．５メートル以

下であること。 



 電光掲示板 １ 設置は許可しない。 

第２種地域 全ての広告物 １ 表示面積の合計は、１５平方メートル以下であること。 

屋上広告物 １ 高さは、建築物の高さから塔屋等の高さを除いた高さ（以

下「建築物等の高さ」という。）の５分の１の範囲内であっ

て、かつ、３メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外

枠等で覆うものであること。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下

であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

野立広告物 １ 地上から天端までの高さは、地上から１０メートル以下

であること。 

電光掲示板 １ 設置は許可しない。 

第３種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの２分の１の範囲内であって、

かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 



  ５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外

枠等で覆うものであること。 

 壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内において

は壁面面積の３分の１以下であること。 

２ その他の用途地域内においては、壁面面積の２分の１以

下であること。 

３ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 野立広告物 １ 地上から天端までの高さは、１０メートル以下であるこ

と。 

 電光掲示板 １ １事業所につき原則１個とする。 

２ 建築物に表示する面積は、３平方メートル以下であるこ

と。 

３ 野立広告物等に表示する面積は、１面３平方メートル以

下（複数面の場合６平方メートル以下）であること。 

第４種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの３分の２の範囲内であって、

かつ、１０メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外

枠等で覆うものであること。 

 壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の２分の１以下で 



 
   あること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 
野立広告物 １ 地上から天端までの高さは、２０メートル以下であるこ

と。 

 

電光掲示板 １ １事業所につき原則１個とする。 

２ 建築物に表示する面積は、３平方メートル以下であるこ

と。 

３ 野立広告物等に表示する面積は、１面３平方メートル以

下（複数面の場合６平方メートル以下）であること 

第５種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの３分の２の範囲内であって、

かつ、１０メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外

枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内において

は壁面面積の３分の１以下であること。 

２ その他の用途地域内においては、壁面面積の２分の１以

下であること。 

３ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 
突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は 



 

   １メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 

野立広告物 １ 住宅系用途地域内における地上から天端までの高さは、

１０メートル以下であること。 

２ その他の用途地域内では、地上から天端までの高さは、

２０メートル以下であること。 

 

電光掲示板 １ １事業所につき原則１個とする。 

２ 建築物に表示する面積は、３平方メートル以下であるこ

と。 

３ 野立広告物等に表示する面積は、１面３平方メートル以

下（複数面の場合６平方メートル以下）であること。 

第６種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの３分の２の範囲内であって、

かつ、１０メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外

枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内において

は壁面面積の３分の１以下であること。 

２ その他の用途地域内においては、壁面面積の２分の１以

下であること。 

３ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート 



 

 ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。  

 

野立広告物 １ 住宅系用途地域内における地上から天端までの高さは、

１０メートル以下であること。 

２ その他の用途地域内では、地上から天端までの高さは、

２０メートル以下であること。 

 

電光掲示板 １ １事業所につき原則１個とする。 

２ 建築物に表示する面積は、３平方メートル以下であるこ

と。 

３ 野立広告物等に表示する面積は、１面３平方メートル以

下（複数面の場合６平方メートル以下）であること。 

イ 電柱の類を利用する広告物 

地域区分 規格等 

第１種地域 設置は許可しない。 

第２種地域 １ 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から１．２メート

ル以上で、長さは１．８メートル以下であること。 

２ 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあっては地上か

ら２．７メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で、

長さは１．５メートル以下、突出し幅は０．９メートル以下であること。

ただし、表示面積は１．２平方メートル以下であること。 

３ 袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置するも

のであること。 

４ 広告物の個数は、１柱につき巻き付けにする広告物１巻きと袖付けにす

る広告物１個以内であること。 

第３種地域 

第４種地域 

第５種地域 

第６種地域 

（２） 非自家用広告物の許可の基準 

ア 非自家用広告物（イ、ウを除く。） 

地域区分 種類 規格等 



第１種地域 全ての広告物 設置は許可しない。 

第２種地域 全ての広告物 設置は許可しない。 

第３種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内で

あって、かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものである

こと。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えな

いよう外枠等で覆うものであること。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の

１以下であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下で

あり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上へ

の突出し幅は１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７

メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メ

ートル以上であること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであるこ

と。 

野立広告物 設置は許可しない。 

電光掲示板 設置は許可しない。 

第４種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内で

あって、かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものである

こと。 



 

 ４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えな

いよう外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の

１以下であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ できるだけ設置を避けること。 

２ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下で

あり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上へ

の突出し幅は１メートル以下であること。 

３ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７

メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メ

ートル以上であること。 

４ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであるこ

と。 

 野立広告物 設置は許可しない。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

第５種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの２分の１の範囲内であ

って、かつ、５メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものである

こと。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えな

いよう外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の３分の１

以下であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 



 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下で

あり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上へ

の突出し幅は１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７

メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メ

ートル以上であること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであるこ

と。  

 野立広告物 設置は許可しない。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

第６種地域 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの２分の１の範囲内であ

って、かつ、５メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものである

こと。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えな

いよう外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の３分の１

以下であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下で

あり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上へ

の突出し幅は、１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７

メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メ

ートル以上であること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであるこ

と。  



 

野立広告物 １ 面積は、２０平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下

であること。 

３ 同一広告主が複数掲出する場合は、半径５０メー

トル以内の区域に２個以内であること。ただし、上

下線等において異なる方向に表示する場合に限る。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

イ 道標、案内図板（案内内容が表示面積の４０パーセント以上を占めている誘導目的の広告

物） 

地域区分 種類 規格等 

第１種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積

の４０パーセント以上であること。 

屋上広告物 

壁面広告物 

突出広告物 

電光掲示板 

設置は許可しない。 

野立広告物 １ 面積は、３平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあって

は、５平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を５００

メートル以上離す。 

５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート

ル以内の区域に設けないこと。    

第２種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積

の４０パーセント以上であること。 



 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であっ

て、かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう

外枠等で覆うものであること。 

 壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下

であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 野立広告物 １ 面積は、３平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあって

は、５平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を５００

メートル以上離す。  

５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート

ル以内の区域に設けないこと。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

第３種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積 



  の４０パーセント以上であること。 

 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であっ

て、かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう

外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下

であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 

野立広告物 １ 面積は、３平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあって

は、５平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を５００

メートル以上離す。  

５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート

ル以内の区域に設けないこと。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 



第４種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積

の４０パーセント以上であること。 

 

屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であっ

て、かつ、基準階高以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう

外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下

であること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 

 

野立広告物 １ 面積は、３平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあって

は、５平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、半径５０メートル以

内の区域に２個以内とする。ただし、上下線等において異

なる方向に表示する場合に限る。 

５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート 



   ル以内の区域に設けないこと。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

第５種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積

の４０パーセント以上であること。 

 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの３分の２の範囲内であって、

かつ、５メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう

外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の３分の１以下で

あること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。  

 

野立広告物 １ 面積は、５平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ １０以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっ

ては、３０平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、半径５０メートル以

内の区域に２個以内とする。ただし、上下線等において異

なる方向に表示する場合に限る。 



 

 ５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート

ル以内の区域に設けないこと。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

第６種地域 全ての広告物 １ 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積

の４０パーセント以上であること。 

 屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの３分の２の範囲内であって、

かつ、５メートル以下とする。 

２ 塔状の形態にはしないこと。 

３ 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 

４ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

５ 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう

外枠等で覆うものであること。 

 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の３分の１以下で

あること。 

２ 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 

 

突出広告物 １ 突出し幅は、取付壁面から１．５メートル以下であり、

かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は

１メートル以下であること。 

２ 下端の高さは、歩道上にあっては地上から２．７メート

ル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以上で

あること。 

３ 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。  

 

野立広告物 １ 面積は、２０平方メートル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下である

こと。 

３ １０以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっ

ては、３０平方メートル以下とする。 

４ 同一広告主が複数掲出する場合は、半径５０メートル以 



 

  内の区域に２個以内であること。ただし、上下線等におい

て異なる方向に表示する場合に限る。 

５ 一の国道と他の国道が平面交差する地点から３０メー

トル以内の区間については、国道の境界線から３０メート

ル以内の区域に設けないこと。 

 電光掲示板 設置は許可しない。 

ウ 電柱の類を利用する広告物 

地域区分 規格等 

第１種地域 設置は許可しない。 

第２種地域 １ 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から１．２メー

トル以上で、長さは１．８メートル以下であること。 

２ 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあっては地上

から２．７メートル以上、車道上にあっては地上から４．７メートル以

上で、長さは１．５メートル以下、突出し幅は０．９メートル以下であ

ること。ただし、表示面積は１．２平方メートル以下であること。 

３ 袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置する

ものであること。 

４ 広告物の個数は、１柱につき巻き付けにする広告物１巻きと袖付けに

する広告物１個以内であること。 

第３種地域 

第４種地域 

第５種地域 

第６種地域 

別表第３（第９条関係） 

１ 推奨する基準 

（１） 自家用広告物の許可の基準 

種類 規格等 

全ての広告物 １ 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわしい

都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わいのある

都市空間と調和する広告デザインとすること。 

２ 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモデル

となるデザインとすること。 

３ 表示面積の合計は、１５平方メートル以下であること。  



屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であって、かつ、３メー

トル以下とする。 

２ 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必要な

高さを限度とする。 

３ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下であること。 

野立広告物 １ 表示面の幅は１．２メートル以下かつ表示面積の合計３平方メートル以

下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下であること。 

（２） 非自家用広告物の許可の基準 

ア 非自家用広告物（イを除く。） 

種類 規格等 

全ての広告物 １ 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわ

しい都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わい

のある都市空間と調和する広告デザインとすること。 

２ 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモ

デルとなるデザインとすること。 

３ 表示面積の合計は、１５平方メートル以下であること。  

屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であって、かつ、３

メートル以下とする。 

２ 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必

要な高さを限度とする。 

３ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下であること。 

街灯柱に設置す

る広告旗（バナー

フラッグ） 

１ バナーフラッグ掲出用ポールに設置すること。 

２ 界隈ににぎわい及び活気又は心落ち着く快適な環境の演出にも効果

があり、品の良さを感じられるデザインとすること。 

野立広告物 １ 表示面の幅は１．２メートル以下かつ表示面積の合計３平方メート 



 ル以下であること。 

２ 地上から天端までの高さは、４．５メートル以下であること。 

イ 道標、案内図板（案内内容が表示面積の４０パーセント以上を占めている誘導目的の広告

物） 

種類 規格等 

全ての広告物 １ 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわ

しい都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わい

のある都市空間と調和する広告デザインとすること。 

２ 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモ

デルとなるデザインとすること。 

３ 表示面積の合計は、１５平方メートル以下であること。  

屋上広告物 １ 高さは、建築物等の高さの１０分の１の範囲内であって、かつ、３

メートル以下とする。 

２ 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必

要な高さを限度とする。 

３ 建築物１棟につき、１個までとすること。 

壁面広告物 １ １壁面当たりの表示面積は、壁面面積の１０分の１以下であること。 

野立広告物 １ 面積は、３平方メートル以下であること。 

２ 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、５平方メ

ートル以下とする。 

３ 過剰な光が散乱するものや光源の点滅するものは設置しないこと。 

別表第４（第１９条関係） 

（１） 自家用広告物のうち特定屋内広告物の届出が必要な規模 

地域区分 規模 

第１種地域 １壁面当たりの表示面積の合計が１平方メートルを超える場合 

第２種地域 

第３種地域 
１壁面当たりの表示面積の合計が５平方メートルを超える場合 

第４種地域  



第５種地域 

第６種地域 

１壁面当たりの表示面積の合計が１０平方メートルを超える場合 

（２） 非自家用広告物のうち特定屋内広告物の届出が必要な規模 

地域区分 規模 

第１種地域 

第２種地域 

第３種地域 

第４種地域 

第５種地域 

第６種地域 

１壁面当たりの表示面積の合計が１平方メートルを超える場合 

 

 

 


